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救済一時金借入金据置期間延長に関するお知らせ 

 

当社は、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」（平成２

１年７月１５日 法律第８１号）（以下、特措法という。）による水俣病被害者救済一

時金支払いのため、公益財団法人 水俣・芦北地域振興財団（以下、財団という。）

から平成２７年９月１日を据置期限として資金を借入れておりますが、今般、財団に、

償還期間及び据置期間を４年間延長することに同意いただき、財団と変更契約を締結

しましたので、お知らせいたします。 

 

１．背景 

当社は、平成２２年１１月１２日付で開示いたしました「事業再編計画の認可申

請に関するお知らせ」で公表しております事業再編計画において、特措法に基づき

水俣病被害者を救済し、水俣病問題の解決を図ることとしております。その計画の

中で、救済一時金支払額を４７５億円と想定しておりましたが、現在も支払いが続

いております同支払額が７５５億円と大幅に増加したことなどから、既往公的債務

の償還に加えて同支払債務の償還によって、平成２７年度より４年間、償還合計額

が一時的に増加する状況となったため、今般、償還期間及び据置期間を延長する願

い出をしておりました。 

 

２．負債総額（平成２６年１２月３１日現在） 

  ３７７,８５３百万円 

 

３．今後の見通し 

  本件による当社グループの平成２７年３月期の業績への影響はございません。 

 

以 上 


